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平成 27年度第 1回介護保険運営協議会会議録 

 

 

日 時：平成 27年 10月 27日（火） 午後 7時 00分～午後 7時 50分 

 

場 所：二宮町役場 第 1会議室 

 

出席者：介護保険運営協議会委員：12名 

    事務局：健康福祉部長・健康長寿課長・介護保険班長・健康長寿班長 

        介護保険班員 4名・健康長寿班員 2名・地域包括支援センター職員 2名 

    傍聴希望者：なし 

 

 

次第 

１．開会 

２．委嘱状の交付 

３．会長・副会長の選出 

４．あいさつ 

 ５．議題 

   （１）二宮町の介護保険施行状況について（資料１・資料２） 

   （２）その他 
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会議の状況 

 

午後７時００分 開会 

 

委嘱状の交付 

 （町長より委嘱状の交付を行う） 

 

会長・副会長の選出 

 （事務局一任の声により、事務局より会長および副会長の選出を行う） 

 

あいさつ 

事務局   会長から一言、あいさつをお願いしたいと思います。 

 

会 長   今回会長に選任されましたので、今後 3 年間委員の皆様からご意見ご協力をい

ただきながら、より住みよい二宮町となるように努力したいと思います。 

 

 事務局   ありがとうございます。続きまして、町長よりあいさつをお願いします。 

 

町 長   今回の会議は介護保険、地域包括支援センターおよび地域密着型サービスの運

営についてということで、利用者に直接関わる方や医療の現場等からご意見をい

ただくほか、地域包括ケアシステムにつきましても、これからの 2 年間が重要と

なってまいりますので、皆様から多くの意見をいただいて充実したものとなりま

すようお願いしたいと思います。 

 

 事務局   ありがとうございます。ここで、町長は所要がございますので退席とさせてい

ただきます。 

 

（町長退席） 

 

事務局   それでは議題 1について進めさせていただきたいと思います。 

 

議題 

 （１）二宮町の介護保険施行状況について（資料 1・資料 2） 

（資料 1・資料 2について事務局より説明を行う） 

 

会 長   ありがとうございました。県内や国との比較はありますか。高齢化による介護

認定を受ける割合はどのようになっているのかと思ったので、近隣の市町村など

との比較があった方がわかりやすいと思いますが。 
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事務局   二宮町の資料のみとなります。 

 

会 長   ありがとうございます。委員の方で何かご質問等はございますか。 

 

委 員   資料 2「2-2 介護予防/地域密着型介護予防サービス量」に記載されている「介

護予防訪問看護」とは、具体的にどのようなサービスを行っていますか。 

 

事務局   在宅酸素療法の方が多くいますが、ある程度身の回りのことをご自身で行える

方は要支援という認定結果になります。そのような方に療養上の指導・管理を行

うほか、ヘルパーでの対応が難しい方の入浴等の支援を看護師が行います。また、

色々な医療機関から処方されている薬がある方については、服薬の支援も行って

います。 

 

委 員   今まで薬の管理や服薬などで危険なことはありましたか。 

 

事務局   要支援の認定を受けている方については認知機能を保っている方が多く、気を

付けてマネジメントも行っているので今まで誤薬等の危険なことは特にありませ

んでした。 

 

会 長   資料 2 について、H25 の数値と比べて H26 の数値が倍近くになっているのは

なぜですか。 

 

事務局   二宮町に訪問看護ステーションが増加したことにより、相談がしやすくなった

ほか、医療と介護の連携がとれていることが考えられます。 

 

委 員   資料 2 の福祉用具貸与・認知症対応型共同生活介護などの数値について、H24

は計画と実施がほぼ一致しているのに対し、H25 と H26 は計画対比の差が大き

いのはなぜですか。 

 

事務局   人と件数の集計・表示方法の誤りと思われます。確認後、資料の差し替えをさ

せていただきます。申し訳ございません。 

 

委 員   資料 2 の短期入所生活介護ですが、H24・H25 の計画対比と比べると H26 は

66.8%と少なくなっています。二宮町のショートステイは利用が多いサービスだ

と思いますがなぜですか。 
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事務局   介護給付費の請求を積み上げて実績を集計しており、請求に基づいた資料とな

っているため、増減などの内容については把握が難しい状況になります。 

 

委 員   人数の実績ではなく、金額での実績ということでしょうか。 

 

事務局   はい。介護給付費請求の申請が遅れると実績への反映が遅れるため、実績値変

動の要因の一つとして介護給付費請求の申請遅れが考えられます。 

 

委 員   資料 2 の計画対比の数値が極端に少なくなっているものが多くありますがなぜ

ですか。 

 

事務局   先ほどいただいた質問と同様、こちらも表示の仕方に誤りがあったため、この

ような数値となっております。確認後、資料を差し替えさせていただきたいと思

います。 

 

会 長   資料 2については次回の会議で差し替えできますか。 

 

事務局   訂正し準備ができ次第、差し替えをお願いしたいと思います。 

 

会 長   議題 1については以上でよろしいでしょうか。 

 

会 長   他にご質問等がないようですので、議題 2その他についてお願いします。 

 

（2）その他 

    （配布資料について事務局より説明を行う） 

 

会 長   ありがとうございました。何かご意見等はございますか。 

 

事務局   介護保険改正に伴い、先ほど町長からも話がありましたが、今年度の取り組み

の中で地域包括ケアシステムの住民への周知のため、今年度 5 箇所で説明会を開

催しています。また、各事業所、特にデイサービスや訪問介護の事業所にむけて

は、給付から地域支援事業という事業にかわるということでヒヤリングを行って

います。今後もヒヤリングを重ねていきながら、平成 29 年 4 月には総合事業へ

と切り替わるための準備を進めているところです。在宅医療・在宅介護につきま

しては、中郡医師会の先生方や大磯町と連携し、多職種連携会議や在宅医療推進

委員会という形で話し合いをしており、少しずつではありますが平成 30年に向け

て進めていく予定です。詳細につきましては、今後の運営協議会でお伝えしてい

きます。 
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会 長   委員の方からもご質問等がないようですので、平成 27 年度第 1 回介護保険運

営協議会につきましては、以上で終了とさせていただきます。 

 

 

午後７時５０分 閉会 


